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財 団 法 人  有 馬 ・近 藤 記 念 医 学 財 団 

 

 

                設 立  認 可  昭和１７年 １ 月２１日 厚生大臣 

                法 人  登 記  昭和１７年 ３ 月１７日 

                一部変更認可   昭和２７年 １ 月 ５ 日 

                     〃        昭和３４年 ７ 月３０日 

                     〃        昭和３５年 ８ 月１６日 

                     〃        昭和４６年 ３ 月３０日 

                     〃        昭和４６年１２月 ８ 日 

                     〃        昭和５９年 ８ 月３０日 

                     〃        平成１０年 ６ 月 ２ 日 

           〃    平成１７年 ９ 月２２日 

           〃    平成１９年 ８ 月 ２日 

 

 

 

  

                           第 １ 章  総    則 

 

   (名 称) 

   第１条  本財団は、財団法人有馬・近藤記念医学財団と称する。 

 

      (事務所) 

   第２条  本財団は、事務所を東京都文京区小石川２丁目５番７号におく。 

 

   (目 的) 

   第３条 本財団は結核及び生活習慣病を中心とする各種疾病の予防及び治療に関する

事業等を行い、もって、我が国の公衆衛生の向上に寄与することを目的とす

る。 

 

   (事 業) 

   第４条 本財団は前条の目的を達するため、次の事業を行う。 

              （１） 医学研究等に対する補助・助成 

           （２） 各種健康診断及びこれに伴う精密検査等の予防及び治療に関する事業 

           （３） 医療従事者等に対する教育及び啓発に関する事業 

              （４） 図書・雑誌の発行 
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              （５） その他、本財団の目的達成に必要な事業 

 

 

 

 

                         第 ２ 章   財 産 及 び 会 計 

 

        (財産の構成) 

    第５条 本財団の財産は次に掲げるものをもって構成する。 

              （１） 設立当初の財産目録に記載された財産 

       （２） 寄附金品 

       （３） 財産から生じる収入 

       （４） 事業に伴う収入 

       （５） その他の収入 

 

    (財産の種別) 

      第６条 本財団の財産は、基本財産と運用財産の２種とする。 

     ２ 基本財産は次に掲げるものをもって構成する。 

              （１） 設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産 

       （２） 基本財産とすることを指定して寄附された財産 

       （３） 理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した

財産 

     ３ 運用財産は基本財産以外の財産とする。 

 

       (財産の管理) 

   第７条 本財団の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事

長が別に定める。 

          ２ 基本財産のうち現金は、日本郵政公社若しくは銀行等への定期預金、信託会

社への信託、又は国債、公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければな

らない。 

 

   （基本財産の処分の制限） 

第８条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することはできない。ただし、本

財団の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において、理事現

在数の３分の２以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、厚生労働大臣の

承認を得て、その１部を処分し、又はその全部若しくは１部を担保に供する

ことができる。 

 

    (経費の支弁) 

   第９条 本財団の経費は、財産をもって支弁する。 
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    (特別会計) 

第1０条 本財団が特別会計を設けようとするときは、理事会の議決及び評議員会の

同意を経なければならない。 

 

    (事業計画及び決算) 

第１１条 本財団の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、

毎会計年度開始前に、理事会において理事現在数の３分の２以上の議決及び

評議員会の同意を経て、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変

更する場合も同様とする。 

 

（暫定予算） 

    第1２条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、

理事長は、理事会の議決を経て,予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入

支出することができる。 

       ２ 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 

 

   （事業報告及び決算） 

   第1３条 本財団の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が、事業報告書、

収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、

監事の監査を受け、理事会において理事現在数の３分の２以上の議決及び評

議員会の同意を経て、その会計年度終了後３か月以内に、厚生労働大臣に報

告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったとき

は、２週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。 

（長期借入金） 

   第 1４条 本財団が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもっ

て償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の３分の２以上

の議決及び評議員会の同意を経、かつ、厚生労働大臣に届け出なければな

らない。 

 

       (会計年度) 

   第1５条 本財団の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終る。 

 

      

 

                           第 ３ 章   役  員  

    

       (種類及び定数) 

   第1６条 本財団に次の役員をおく。 

理 事    １０名以上１５名以内 
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        監 事    ２名 

      ２ 理事のうち、１人を会長、１人を副会長、１人を理事長、５人以内を常務

理事とする。 

 

 

 

   （選任等） 

第1７条 理事及び監事は、評議員会において選任する。 

２ 会長、副会長、理事長及び常務理事は、理事の互選によりこれを定める。 

３ 理事、監事及び評議員は、相互に兼ねることができない。 

４ 理事に異動があったときは、２週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、

遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 

５ 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なけ

ればならない。 

 

    (職 務) 

   第１８条 会長は本財団を総理する。 

           ２ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、そ

の職務を代理し、又はその職務を行う。 

      ３ 理事長は会長の命を受けて会務を処理し、財団を代表する。 

      ４ 理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、あらかじめ定める理事

がその職務を代理し、又はその職務を行う。 

５ 理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、本財団の

業務を議決し、執行する。 

      ６ 監事は次に掲げる職務を行う。 

      （１）財産の状況を監査すること。 

      （２）理事の業務執行の状況を監査すること。 

      （３）財産及び会計の状況又は業務の執行について、不整の事実を発見したと

きは、これを理事会、評議員会又は厚生労働大臣に報告すること。 

（４）前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会の招集を

請求し、若しくは第４章又は第５章の定めにかかわらず、理事会又は評

議員会を召集すること。 

 

     (任 期) 

   第１９条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

      ２ 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期

間とする。 

３ 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その

職務を行なわなければならない。 
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       (解 任) 

   第２０条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、そ        

れぞれ理事現在数及び評議員現在数の３分の２以上の議決に基づいて解任す

ることができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、そ

の役員に弁明の機会を与えなければならない。 

       （１）心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 

       （２）職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認め

られるとき。 

 

（報酬等） 

第２１条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。 

２  役員には費用を弁償することができる。 

３ 前２項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 

 

                           

第４章  理事会 

 

       (構 成) 

   第２２条  理事会は、理事をもって構成する。 

 

       (権 能) 

第２３条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本財団の業務に関する

重要な事項を議決し、執行する。 

 

(種類及び開催) 

第２４条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の２種とする。 

２  通常理事会は、毎年２回開催する。 

３  臨時理事会は、次の各号の１に該当する場合に開催する。 

（１）会長が必要と認めたとき。 

（２）理事現在数の３分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面を

もって、招集の請求があったとき。 

（３）第１８条 第６項 第４号の規定により、監事から招集の請求があったと 

き。 

       (招 集) 

      第２５条  理事会は、会長が招集する。 

２ 会長は前条第３項第２号又は第３号に該当する場合は、その日から１４日

以内に臨時理事会を招集しなければならない。 

３ 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載し

た書面をもって、少なくとも７日前までに通知しなければならない。 
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（議 長） 

   第２６条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 

 

 

 

（定足数） 

第２７条 理事会は、理事現在数の３分の２以上の出席がなければ開会することができ

ない。 

 

       (議 決) 

第２８条 理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半

数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 

（書面表決等） 

第２９条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知さ

れた事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決

を委任することができる。 

２ 前項の場合における前２条の規定の適用については、その理事は出席した

ものとみなす。  

 

       (議事録) 

   第３０条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければな         

らない。 

           （１）日時及び場所 

       （２）理事の現在員数、出席者数及び出席者氏名 

         (書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。) 

       （３）審議事項及び議決事項 

       （４）議事の経過の概要及びその結果 

       （５）議事録署名人の選任に関する事項 

      ２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人以上が、

署名、押印をしなければならない。 

 

 

第 5 章  評議員及び評議員会 

 

（評議員） 

第３１条 本財団に、評議員１０名以上１５名以内を置く。 

２ 評議員は、理事会で選出し、会長がこれを委嘱する。 

３ 評議員には、第１９条、第２０条及び第２１条の規定を準用する。 
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     (評議員会) 

   第３２条 評議員会は、評議員をもって構成する。 

２  評議員会は、会長が招集する。 

３  評議員会の議長は、評議員会において互選する。 

４  評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必

要な事項について審議し、助言する。 

５  評議員会には、第２４条第３項第３号、第２７条から第３０条までの規定

を準用する。 

６  前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会

で定める。 

 

 

 

                           第 ６ 章  寄附行為の変更及び解散 

 

       (寄附行為の変更) 

第３３条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び

評議員現在数の、４分の３以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の認可を

得なければ変更することができない。 

 

（解 散） 

   第３４条 本財団は、民法第６８条第１項第２号から４号までの規定によるほか、理

事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の、４

分の３以上の議決を経て解散することができる。 

 

（残余財産の処分） 

第３５条 本財団が解散するときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、

それぞれ理事現在数及び評議員現在数の４分の３以上の議決を経、かつ、厚

生労働大臣の許可を得て、本財団と類似の目的を有する公益法人に寄附する

ものとする。 

 

 

第 ７ 章  事 務 局 

 

(設置等) 

第３６条 本財団の事務を処理するため事務局を設置する。 

２ 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。  

３ 事務局長及び職員は、理事長が任免する。 

４ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長

が別に定める。 
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（備付け書類及び帳簿） 

第３７条 事務所には常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。 

           （１）寄附行為 

           （２）理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書 

           （３）許可、許可等及び登記に関する書類 

           （４）寄附行為に定める機関の議事に関する書類 

           （５）収入、支出に関する帳簿及び証拠書類 

           （６）資産、負債及び正味財産の状況を示す書類 

      （７）その他必要な帳簿及び書類 

 

 

第 ８ 章  補 足 

       (委 任) 

   第３８条 この寄附行為に定めるもののほか、本財団の運営に関し必要な事項は、理

事会の議決を経て、理事長が別に定める。 



財団法人　有馬・近藤記念医学財団 平成20年6月24日現在

役職名 　氏名　　　

会長 理事 幸田　正孝

副会長 理事長 近藤　健次

常務理事 平野　喜和

理事 橋本　芳郎

理事 青木　正和

理事 岩崎　琢弥

理事 丹羽　寛文

理事 三浦　恭定

理事 長谷川慧重

理事 山本　邦克

監事 斎藤　力夫

監事 三浦　正康

評議員 石戸　利貞

評議員 津島　慶三

評議員 新谷　和夫

評議員 竹添　和英

評議員 水岡　慶二

評議員 柏戸　正英

評議員 竹内　靖博

評議員 福田　千晶

評議員 若林　香

評議員 近藤　健介

役員名簿



 

 

 

平成１９年度（第６７期） 

 

 

 

平成１９年４月 １日から 

平成２０年３月３１日まで 

 

 

 

事 業  報  告  書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都文京区小石川二丁目５番７号 

 

財団法人 有馬・近藤記念医学財団 
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平成１９年度事業報告 
 
公益事業  
 
１．医学研究助成事業 
      結核及び生活習慣病に関する優れた研究を助成することにより、わが国の医療及び公衆衛 
   生の向上に寄与（休止中） 
 
２．医学講演会事業 
   地元の町内会住民を対象に下記のとおり実施しました。（参加人員約３０名） 
   ①演題：加齢と腰痛 
   ②演者：医学博士・塚田裕一氏（千石クリニック院長） 
   ③日時：平成２０年２月６日、１８時３０分～１９時３０分 
   ④場所：いきいき礫川（礫川寿会館） 
      
３．胃部疾患 X線撮影及び腹部超音波検査技術研究事業 

診療所医師・放射線科技師、その他関係団体の医師、技師が参加し富坂診療所にて年８回 
   開催 
 
４．マンモグラフィー画像読影撮影技術研究及び乳腺超音波画像読影技術研究事業 
   マンモグラフィー画像読影及び撮影技術を研究及び乳腺超音波画像の読影研究会 

を毎月３回講師を招聘して開催。 
 
５．無料生活習慣病健康診断事業 
  （１）「健康な町づくり」運動を提唱して、当地文京区小石川２丁目所在の表町・小石川表

町・富坂１丁目・富坂２丁目の４町会が共催する地域住民の健康診断事業に協賛し、

第３５回の無料生活習慣病健診を下記のとおり実施。 
      健診対象者 ： 上記４町会内の住民 、実施人数 １１２名  
      実施期間  ： 平成２０年２月中の１カ月間 
      診査項目  ： 血圧測定、尿検査、心電図検査、肝機能検査 
              胸部Ｘ線直接撮影、腎機能検査、健康相談  
 
  （２）文京区無料健診 ①成人健康診断（４０～６４歳）  ９０名 
             ②胃がん検診 （４０歳以上）   ４９名 
             ③高齢者健康診断（６５歳以上） １５１名 
             ④子宮がん検診          ４８名 
       
６．その他の事業 
   ①財団法人結核予防会に寄附 
 
   ②財団法人 性の健康医学財団 性感染症撲滅運動に参加 
 
 
 
理事会・評議員会 
 
１．第１４４回理事会 

日時：平成１９年６月２９日（金）午後６時３０分 
場所：文京シビックセンター・スカイホール２６階 
議案：第１号議案 平成１８年度事業報告及び決算報告 
  ：第２号議案 近藤健次氏からの寄附行為受諾承認の件 
  ：第３号議案 寄附行為一部変更の件 
  ：第４号議案 役員人事について 
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２．第９８回評議員会 
日時：平成１９年６月２９日（金）午後６時３０分 
場所：文京シビックセンター・スカイホール２６階 
議案：第１号議案 平成１８年度事業報告及び決算報告 
  ：第２号議案 近藤健次氏からの寄附行為受諾承認の件 
  ：第３号議案 寄附行為一部変更の件 
  ：第４号議案 役員人事について 
 

３．第１４５回理事会 
日時：平成２０年３月２８日（金）午後６時３０分 
場所：文京シビックセンター・スカイホール２６階 
議案：第１号議案 平成１９年度収支補正予算 
：第２号議案 平成２０年度事業計画及び収支予算 

 
４．第９９回評議員会 

日時：平成２０年３月２８日（金）午後６時３０分 
場所：文京シビックセンター・スカイホール２６階 
議案：第１号議案 平成１９年度収支補正予算 
：第２号議案 平成２０年度事業計画及び収支予算 

 
上記の議案はいずれも原案どおり承認可決された。 

 
監査 
 
１．平成１９年５月２９日 
   平成１８年度 当財団監事による監査報告 
 
２．平成１９年６月２５日 
   平成１８年度 独立監査人の和田義博会計士による監査報告 
 
登記事項 
 
１．資産総額の変更登記 
   平成１９年３月３１日現在の資産の総額、金２億６１２８万６８５４円について平成 
   １９年７月１７日に登記を完了   
２．役員重任登記 
   平成１９年６月２９日重任の下記の理事について平成１９年７月１７日登記完了 
    幸田正孝、橋本芳郎、近藤健次、青木正和、長谷川慧重、丹羽寛文、山本邦克、 
    三浦恭定、平野喜和、岩崎琢弥（１０名） 
３．寄附行為の一部変更登記 
   平成１９年８月２日変更認可の財団名称・目的等について平成１９年８月６日登記完了 
 
 
職員数（平成２０年 3月 31日現在） 

職 種 常 勤 （うち契約・ 

アルバイト） 

非 常 勤 合 計 

医師 2 （2） 14 16 

看護師・保健師 5 （0） 3 8 

准看護師 2 （2） 0 2 

放射線技師 4 （3） 1 5 

臨床検査技師 9 （1） 0     9 

事務職員 33 （14） 1 34 

合 計 55 （22） 19 74 
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 医療保健事業（富坂診療所） 

 

１．外来診療事業 
     収入５２，７９４千円・前期実績比－３，０２３千円・－５．７% 
     当期受診者実績 10,２３３名・前年実績比－４５１名・－４．３％ 
 
２．保健予防活動事業 
     (1)来所健診   収入３６４，９０８千円・前年実績比＋１，７１４千円･＋０．５％ 
           当期受診者実績２４，２８７名・前期実績比＋３０８名・+1．3％ 
     (2)巡回健診   収入２６０，６４２千円･前年実績比＋７，７５９千円・＋３．１% 

当期受診者実績４５，１８２名・前期実績比―９３７名・―２．０％ 
３．ネットワーク健診事業 

収入１５，８１７千円・前年実績比－１０７，５４８千円・－８７．２% 
当期受診者実績４０４名・前年実績比―４，１０３名・－９１．０％ 

 
４．生体情報解析事業  

収入９１，５０３千円・前年実績比＋１１，４８６千円・＋１４．４％ 
 
５．治験審査事業 

収入４８，６７５千円・前年実績比＋１７，３６５千円・＋５５．５% 
 
６．その他の医業事業 
     収入３８，２７７千円・前年実績比＋１，９７５千円・+５．４% 
 
なお、「一般会計」及び「特別会計」（医療保健事業）の貸借対照表、正味財産増減計算書、 

  財産目録等は、別紙のとおりです。 
 
施設の整備 
（償却資産） 

【 増加 】 

１．医療機器 

(１)平成1９年  ８月 経鼻内視鏡装置２式（オリンパス製）   ４，０６０千円 

(２)平成２０年 ２月 バイタルセンサーＧ             ２６１千円 

(３)平成２０年 ３月 レントゲンデジタル化機器       ９６，３６２千円 

[内訳] ①胃部レントゲン機器２台（東芝）          ５４，５７１千円 

         ②読影装置（パックス）               ３１，３１４千円 

         ③胸部レントゲン装置及びイメージャー装置（コニカ） １０，４７６千円 

 

２．器具備品 

(１) 平成１９年５月 ４Ｆコピー機（リコー製）          ２２３千円 

（２）平成１９年７月 ３Ｆシュレッダー              ４６０千円 

（３）平成２０年３月 読影装置サーバー室ＣＰＵラック       ５１９千円 

 

３．建物付属設備 

      (１)平成２０年 ３月 レントゲンデジタル化に伴うＬＡＮ工事  ２，５９５千円 

 

 

【 減少 】 

1．医療機器 

     （１）平成２０年 ３月  自動現像機       １台  除却損 ３０４千円 

     （２）平成２０年 ３月  胃部レントゲン機器   １台   〃  ６９３千円 

     （３）平成２０年 ３月  レントゲン予備マガジン １台   〃   ２９千円 

 

 



4 

(リース物件)   

【 増加 】 

（１）平成1９年 １２月   ３Ｆ複合機（リコー） 

（２）平成２０年   ２月   ４Ｆ、５Ｆ複合機（リコー） 

【 減少 】 

（１）平成２０年  ３月   胃部レントゲン機器１台 

 

 

その他の事項 
１．平成１９年１０月    保健指導室設置 
２．平成２０年２月     プライバシーマーク更新申請中 
３．平成２０年２月２０日  厚生労働省の検査受検 
            担当者：大鶴友博氏、桑澤絵梨氏 
 
 

以上 



平成 19 年度

から

まで

財団法人　有馬・近藤記念医学財団

東京都文京区小石川二丁目5番7号

  決　算　 報　 告 　書

（第 ６７　期 ）

平成１ ９年４月１日

平成２０年３月３１日
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＜一般会計＞

（単位：円）

科          目 当　年　度 前　年　度 増　減

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
　　　　現金及び預金
　　普通預金 6,117,068 5,049,212 1,067,856
  　　流動資産合計 6,117,068 5,049,212 1,067,856

２．固定資産
　　　(1)基本財産

　定期預金 165,880,262 165,880,262 －　
   　 基本財産合計 165,880,262 165,880,262 －　

　　　(2)その他固定資産 －　 －　 －　
　固定資産合計 165,880,262 165,880,262 －　
資 産 合 計 171,997,330 170,929,474 1,067,856

Ⅱ 負債の部

１．流動負債 －　 －　 －　
２．固定負債 －　 －　 －　

負 債 合 計 －　 －　 －　

Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
   　　寄付金 150,880,262 150,880,262 －　

指定正味財産合計 150,880,262 150,880,262 －　
      　　　　（うち基本財産への充当額） (150,880,262) (150,880,262) －　

2．一般正味財産 21,117,068 20,049,212 1,067,856

      　　　　（うち基本財産への充当額） (15,000,000) (15,000,000) －　
　正味財産合計 171,997,330 170,929,474 1,067,856

負債及び正味財産合計 171,997,330 170,929,474 1,067,856

 

貸　借　対　照　表
平成２０年３月３１日現在

-　1　-



＜一般会計＞

（単位：円）
科          目 当　年　度 前　年　度 増　減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
   １．経常増減の部
    (1)経常収益
　　　①基本財産運用益 〔 1,167,524 〕 〔 485,937 〕 〔 681,587 〕
　　　　 　基本財産受取利息 1,167,524 485,937 681,587
　　　②受取寄付金 〔 200,000,000 〕 〔 －　 〕 〔 200,000,000 〕
　　　　 　受取寄付金 200,000,000 －　 200,000,000
　　　③雑収益 〔 21,681 〕 〔 2,613 〕 〔 19,068 〕
　　　　 　受取利息 21,681 2,613 19,068
　　　④他会計からの繰入額 〔 6,834,840 〕 〔 5,964,180 〕 〔 870,660 〕
　　　　 　特別会計からの繰入額 6,834,840 5,964,180 870,660
               経常収益計 208,024,045 6,452,730 201,571,315

    (2)経常費用
　　　①事業費 〔 3,664,723 〕 〔 2,715,752 〕 〔 948,971 〕
　　　　医学研究助成事業費 －　 －　 －　
　　　　医学講演会事業費 －　 －　 －　
          　胸部疾患研究会事業費 －　 －　 －　
　　　　無料生活習慣病事業費 1,120,000 970,000 150,000
　　　　胃部疾患研究会事業費 338,624 423,280 △ 84,656
　　  　ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨｰ読影事業費 2,146,099 1,262,472 883,627
　　　　その他の事業費 60,000 60,000 －　
　　　②管理費 〔 3,291,466 〕 〔 3,248,428 〕 〔 43,038 〕
　　　　給料手当 600,000 600,000 －　
　　　　賃借料 280,800 280,800 －　
　　　　支払手数料 1,500,000 1,500,000 －　
　　　　会議費 284,197 295,246 △ 11,049
　　　　旅費交通費 609,524 552,382 57,142
　　　　通信費 1,191 －　 1,191
　　　　交際接待費 2,500 20,000 △ 17,500
　　　　雑費 13,254 －　 13,254
　　　③他会計への操出額 〔 200,000,000 〕 〔 －　 〕 〔 200,000,000 〕
　　　　 　特別会計への繰出額 200,000,000 －　 200,000,000
               経常費用計 206,956,189 5,964,180 200,992,009
               当期経常増減額 1,067,856 488,550 579,306

  ２．経常外増減の部
    (1)経常外収益
               経常外収益計 －　 －　 －　
    (２)経常外費用
              経常外費用計 －　 －　 －　
               当期経常外増減額 －　 －　 －　
             　当期一般正味財産増減額 1,067,856 488,550 579,306
　　　　　     一般正味財産期首残高 20,049,212 19,560,662 488,550
　　　　　     一般正味財産期末残高 21,117,068 20,049,212 1,067,856

Ⅱ 指定正味財産増減の部
             当期指定正味財産増減額 －　 －　 －　
　　　　　   指定正味財産期首残高 150,880,262 150,880,262 －　
　　　　　   指定正味財産期末残高 150,880,262 150,880,262 －　

III 正味財産期末残高 171,997,330 170,929,474 1,067,856

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで

-　2　-



＜一般会計＞

　１．重要な会計方針

　(1) 消費税等の会計処理
　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

　２．重要な会計方針の変更
当該事項はありません。

　３．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
　　基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりであります。

科　　　　　目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
 基本財産
　　定期預金 165,880,262 － － 165,880,262

合　　　　計 165,880,262 － － 165,880,262

　４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
　　基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりであります。

科　　　　目 当期末残高
うち指定正味財産
からの充当額

うち一般正味財産
からの充当額

うち負債に
対応する額

 基本財産
　　定期預金 165,880,262 150,880,262 15,000,000 －　

合　　　　計 165,880,262 150,880,262 15,000,000 －　

　５．担保に供している資産
当該事項はありません。

　６．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
当該事項はありません。

　７．保証債務等の偶発債務
当該事項はありません。

　８．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

当該事項はありません。

　９．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

当該事項はありません。

１０．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりであります。

職　　　業 関係内容 取引内容 取引金額
（財）有馬・近藤記念  使途の特定を
医学財団 理事長    受けない寄付金

１１．重要な後発事象
当該事項はありません。

財務諸表に対する注記

近 藤　 健 次 理　事　長 200,000,000

氏　　　　名

-　3　-



＜特別会計＞

（単位：円）

科　　　目 当　年　度 前　年　度 増　減

I 資 産 の 部
1. 流動資産
　現金及び預金 210,793,889 36,789,197 174,004,692
　医業未収金 79,512,933 80,462,745 △ 949,812
 　 　外来診療未収金 5,733,435 6,871,455 △ 1,138,020
  　　保健予防未収金 52,372,830 58,020,130 △ 5,647,300
  　　カード売上未収金 507,702 382,405 125,297
  　　生体情報未収金 9,364,635 8,302,875 1,061,760
  　　その他医業未収金 11,534,331 6,885,880 4,648,451
　未収入金 1,426,560 147,832 1,278,728
　棚卸資産 6,581,144 5,751,757 829,387
  　　原材料 2,668,597 2,116,082 552,515
  　　貯蔵品 3,912,547 3,635,675 276,872
　立替金 179,848 964,936 △ 785,088
　前払費用 7,988,791 7,630,101 358,690
　仮払金 －　 1,110 △ 1,100
　貸倒引当金 △ 475,000 △ 472,000 △ 3,000

　流動資産合計 306,008,165 131,275,678 174,732,487

2. 固定資産

(1) 特定資産 48,617,348 22,293,691 26,323,657
　　医療機器（Ｃ Ｔ） 3,018,026 4,431,756 △ 1,413,730
　　車輌運搬具（胸部ﾚﾝﾄｹﾞﾝ車） 8,438,322 13,372,935 △ 4,934,613
　　管球修繕積立資産 5,161,000 4,489,000 672,000
　　システム購入特定資産 32,000,000 －　 32,000,000

(2) その他固定資産 166,343,643 72,752,475 93,591,168
　　建物付属設備 36,387,871 39,213,233 △ 2,825,362
　　医療機器 100,019,691 7,695,307 92,324,384
　　器具備品 2,509,464 3,068,251 △ 558,787
建設仮勘定 5,655,629 －　 5,655,629

　　電話加入権 769,017 769,017 －　
　　ソフトウエア 1,507,913 2,551,552 △ 1,043,639
　　長期前払費用 1,425,838 1,386,895 38,943
　　差入敷金保証金 17,909,360 17,909,360 －　
　　出資金 150,000 150,000 －　
　　リサイクル預託金 8,860 8,860 －　

　固定資産合計 214,960,991 95,046,166 119,914,825
　資　産　合　計 520,969,156 226,321,844 294,647,312

貸　借　対　照　表
平成２０年３月３１日現在

- 4 -



＜特別会計＞

（単位：円）

科　　　目 当　年　度 前　年　度 増　減

Ⅱ 負 債 の 部
1. 流動負債

　　買掛金 22,902,215 23,746,637 △ 844,422
　　短期借入金 －　 20,000,000 △ 20,000,000
　　１年以内返済長期借入金 5,604,000 6,071,000 △ 467,000
　　未払金 123,121,099 28,749,767 94,371,332
　　未払費用 2,242,856 2,217,636 25,220
　　前受金 68,250 68,250 －　
　　預り金 2,676,649 1,954,590 722,059
　　仮受金 146,725 1,057,658 △ 910,933
　　未払法人税等 336,700 －　 336,700
　　未払消費税等 5,909,400 10,847,600 △ 4,938,200
　　賞与引当金 15,297,879 13,009,997 2,287,882

　　流動負債合計 178,305,773 107,723,135 70,582,638

2. 固定負債

　 長期借入金 3,716,000 9,320,000 △ 5,604,000
　 退職給付引当金 13,483,455 14,432,329 △ 948,874
　 管球修繕引当金 5,161,000 4,489,000 672,000

　　固定負債合計 22,360,455 28,241,329 △ 5,880,874
 　　負　債　合　計 200,666,228 135,964,464 64,701,764

III 正味財産の部
1. 指定正味財産

　民間補助金 3,979,123 6,121,694 △ 2,142,571
指定正味財産合計 3,979,123 6,121,694 △ 2,142,571
（うち特定資産への充当額） (3,979,123) (6,121,694) (△ 2,142,571)

2. 一般正味財産 316,323,805 84,235,686 232,088,119
（うち特定資産への充当額） (39,477,225) (11,682,997) (27,794,228)

　 　 正味財産合計 320,302,928 90,357,380 229,945,548
　 　 負債・正味財産合計   520,969,156 226,321,844 294,647,312

貸　借　対　照　表
平成２０年３月３１日現在
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＜特別会計＞

（単位：円）

科          目 当　年　度 前　年　度 増　減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
   １．経常増減の部
    (1)経常収益
　　　①医業保健業収益 〔 872,616,012 〕 〔 942,887,960 〕 〔 △ 70,271,948 〕
　　　　 　外来診療収益 52,794,236 55,817,143 △ 3,022,907
　　　　 　保健予防診療収益/来所 364,908,092 363,194,091 1,714,001
　　　　 　保健予防診療収益/巡回 260,641,804 252,882,727 7,759,077
　　　　 　ﾈｯﾄﾜｰｸ健診受託収益 15,816,710 123,364,898 △ 107,548,188
　　　　 　生体情報解析収益 91,503,300 80,017,400 11,485,900
　　　　 　治験審査委員会収益 48,675,000 31,310,000 17,365,000
　　　　 　その他の医業収益 38,276,870 36,301,701 1,975,169
　　　②受取補助金等 〔 2,142,571 〕 〔 3,309,156 〕 〔 △ 1,166,584 〕
　　　　 　受取民間補助金 2,142,571 3,309,156 △ 1,166,585
    　③雑収益 〔 5,978,674 〕 〔 2,389,285 〕 〔 3,589,389 〕
　　　　 　受取利息 801,735 21,245 780,490
　　　　 　受取配当金 6,000 4,500 1,500
　　　　 　雑収益 5,170,939 2,363,540 2,807,399
　　　④他会計からの繰入額 〔 200,000,000 〕 〔 －　 〕 〔 200,000,000 〕
　　　　 　一般会計からの繰入額 200,000,000 －　 200,000,000

               経常収益計 1,080,737,257 948,586,401 132,150,856

    (2)経常費用
　　　①医業保健事業費 〔 629,972,952 〕 〔 667,929,792 〕 〔 △ 37,956,840 〕
　　　　人件費 444,214,628 409,285,452 34,929,176
　　　　材料費 40,523,402 41,429,497 △ 906,095
　　　　外注費 145,234,922 217,214,843 △ 71,979,921

　　　②管理費 〔 210,815,450 〕 〔 215,883,239 〕 〔 △ 5,067,789 〕
　　　　一般管理費 210,301,228 213,961,534 △ 3,660,306

　　　　 　支払利息 514,222 1,903,600 △ 1,389,378
　　　　 　雑損失 －　 18,105 △ 18,105
　　　③他会計への繰出額 〔 6,834,840 〕 〔 5,964,180 〕 〔 870,660 〕
　　　　  　一般会計への繰出額 6,834,840 5,964,180 870,660
               経常費用計 847,623,242 889,777,211 △ 42,153,969

               当期経常増減額 233,114,015 58,809,190 174,304,825

  ２．経常外増減の部
    (1)経常外収益
               経常外収益計 －　 －　 －　
    (２)経常外費用
　　　①固定資産除却損 1,025,896 2,646,752 △ 1,620,856
              経常外費用計 1,025,896 2,646,752 △ 1,620,856

               当期経常外増減額 △ 1,025,896 △ 2,646,752 1,620,856
               当期一般正味財産増減額 232,088,119 56,162,438 175,925,681

　　　　　     一般正味財産期首残高 84,235,686 28,073,248 56,162,438
　　　　　     一般正味財産期末残高 316,323,805 84,235,686 232,088,119

Ⅱ 指定正味財産増減の部
　　　一般正味財産への振替額 △ 2,142,571 △ 3,309,156 1,166,585
             当期指定正味財産増減額 △ 2,142,571 △ 3,309,156 1,166,585
　　　　　   指定正味財産期首残高 6,121,694 9,430,850 △ 3,309,156
　　　　　   指定正味財産期末残高 3,979,123 6,121,694 △ 2,142,571

III 正味財産期末残高 320,302,928 90,357,380 229,945,548

正　味　財　産　増　減　計　算　書
平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで
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<特別会計>

　　　　　　　　　　　　平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで
（単位：円）

科　　　　　　目 当　年　度 前　年　度 増　減

人件費 〔 444,214,628 〕 〔 409,285,452 〕 〔 34,929,176 〕
給与手当 172,771,324 166,111,899 6,659,425
臨時雇賃金 201,252,897 194,187,930 7,064,967
賞与 16,633,301 2,247,898 14,385,403
賞与引当金繰入 15,297,879 13,009,997 2,287,882
退職給付費用 3,578,386 2,640,703 937,683
法定福利費 34,570,412 30,866,633 3,703,779
福利厚生費 110,429 220,392 △ 109,963

材料費 〔 40,523,402 〕 〔 41,429,497 〕 〔 △ 906,095 〕
期首材料棚卸高 5,119,142 3,603,082 1,516,060
看護材料費 3,616,681 4,192,536 △ 575,855
放射線材料費 15,501,012 17,310,160 △ 1,809,148
検査材料費 3,422,730 4,509,539 △ 1,086,809
健診材料費 9,996,904 8,177,032 1,819,872
帳票類 6,582,330 6,322,050 260,280
ドック昼食代 2,343,000 2,434,240 △ 91,240
期末材料棚卸高 6,058,397 5,119,142 939,255

外注費 〔 145,234,922 〕 〔 217,214,843 〕 〔 △ 71,979,921 〕
事務委託費 7,770,190 29,829,811 △ 22,059,621
健診委託費 44,462,505 120,551,697 △ 76,089,192
検査委託費 35,018,916 37,506,131 △ 2,487,215
判定委託費 1,933,014 1,815,443 117,571
生体情報解析委託費 36,854,708 15,572,209 21,282,499
治験業務委託費 19,195,589 11,939,552 7,256,037

一般管理費 〔 210,301,228 〕 〔 213,961,534 〕 〔 △ 3,660,306 〕
消耗品費 11,921,782 10,367,054 1,554,728
地代家賃 51,476,889 51,397,070 79,819
賃借料 10,104,264 9,768,264 336,000
保険料 679,502 783,160 △ 103,658
修繕費 613,240 710,685 △ 97,445
機器修繕費 10,583,203 11,577,349 △ 994,146
租税公課 5,891,777 1,388,380 4,503,397
旅費交通費 22,937,547 24,921,706 △ 1,984,159
通信費 10,902,038 11,528,388 △ 626,350
水道光熱費 8,972,022 8,957,514 14,508
支払手数料 10,300,820 10,976,566 △ 675,746
広告宣伝費 659,727 638,980 20,747
交際接待費 524,097 302,490 221,607
車両費 138,051 303,325 △ 165,274
燃料費 515,578 541,564 △ 25,986
ソフトウエア管理費 1,617,400 2,016,638 △ 399,238
リース料 24,255,780 26,919,910 △ 2,664,130
会議費 1,398,421 1,353,785 44,636
教育研修費 218,100 365,007 △ 146,907
諸会費 1,158,600 1,285,756 △ 127,156
固定資産税 833,000 947,600 △ 114,600
委託サービス代行料 8,995,891 8,975,000 20,891
寄付金 －　 3,000 △ 3,000
建物付属設備減価償却費 5,420,245 6,218,433 △ 798,188
医療機器減価償却 8,746,419 4,986,051 3,760,368
車両運搬具減価償却費 4,934,613 7,820,305 △ 2,885,692
器具備品減価償却費 1,761,127 1,631,662 129,465
ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費 1,043,639 1,703,367 △ 659,728
管球修繕引当金繰入 2,172,000 2,172,000 －　
貸倒引当金繰入 3,000 202,100 △ 199,100
雑費 1,522,456 3,198,425 △ 1,675,969

正 味 財 産 増 減 計 算 書
（医療保健事業費及び一般管理費内訳）
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<特別会計>

財務諸表に対する注記

１．重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
① 原材料 最終仕入原価法
② 貯蔵品 最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産 定率法
　建物付属設備、車輌運搬具
　医療機器、器具備品

② 無形固定資産 定額法
　ソフトウェア、長期前払費用

(3) 引当金の計上基準
① 貸倒引当金 期末未収入金債権の貸倒による損失に備えるため、法人税法で定める

基準に基づき計上しております。

② 賞与引当金 職員に対する賞与支給に備えるため、当期に対応する期間の支給見込
額に基づき計上しております。

③ 退職給付引当金 職員の退職金支給に備えるため、期末自己都合退職者の要支給額の
100％を基準に特定退職金共済制度への拠出資産を控除し計上して
おります。

④ 管球修繕引当金 X線等の医療機器における管球の取替えに要する支出に備えるため
支出総額を見積り、当期に対応する分を計上しております。

(4) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃
貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

２．重要な会計方針の変更
当該事項はありません。

３．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりであります。
　　　　　　科　　　　　　　目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
 特定資産
医療機器（Ｃ Ｔ） 4,431,756 － 1,413,730 3,018,026
車輌運搬具（胸部ﾚﾝﾄｹﾞﾝ車） 13,372,935 － 4,934,613 8,438,322
管球修繕積立資産 4,489,000 2,172,000 1,500,000 5,161,000
システム購入特定資産 － 32,000,000 － 32,000,000

合　　　　　　　　計 22,293,691 34,172,000 7,848,343 48,617,348
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４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりであります。

　　　　　　科　　　　　　　目 当期末残高
うち指定正味財産
からの充当額

うち一般正味財産
からの充当額

うち負債に
対応する額

 特定資産
医療機器（Ｃ Ｔ） 3,018,026 1,584,464 1,433,562 －　
車輌運搬具（胸部ﾚﾝﾄｹﾞﾝ車） 8,438,322 2,394,659 6,043,663 －　
管球修繕積立資産 5,161,000 －　 －　 5,161,000
システム購入特定資産 32,000,000 －　 32,000,000 －　

合　　　　　　　　計 48,617,348 3,979,123 39,477,225 5,161,000

５．担保に供している資産
当該事項はありません。

６．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。
　　　　　　科　　　　　　　目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高
 特定資産
医療機器（Ｃ Ｔ） 36,000,000 32,981,974 3,018,026
車輌運搬具（胸部ﾚﾝﾄｹﾞﾝ車） 37,000,000 28,561,678 8,438,322

小　　　　　　　　計 73,000,000 61,543,652 11,456,348

 その他固定資産
建 物 付 属 設 備 143,838,160 107,450,289 36,387,871
医 療 機 器 117,806,354 17,786,663 100,019,691
器 具 備 品 14,418,309 11,908,845 2,509,464
ソ フ ト ウ ェ ア 8,975,000 7,467,087 1,507,913

小　　　　　　　　計 285,037,823 144,612,884 140,424,939

合　　　　　　　　計 358,037,823 206,156,536 151,881,287

７．保証債務等の偶発債務
当該事項はありません。

８．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高、次のとおりであります。
　　　　　　補助金等の名称及び交付者 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
 補助金
・ 平成１3年度生活習慣病検診用機器の 2,326,672 －　 742,208 1,584,464
整備補助事業の補助金
（交付者）日本自転車振興会
・ 平成１6年度検診車の整備補助事業の 3,795,022 －　 1,400,363 2,394,659
補助金
（交付者）日本自転車振興会

合　　　　　　　　計 6,121,694 －　 2,142,571 3,979,123

 貸借対照表上の記載区分
平成１3年度生活習慣病検診用機器の整備補助事業の補助金 指定正味財産　
平成１6年度検診車の整備補助事業の補助金 指定正味財産　
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９．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりであります。
　　　　　　 内　　　　容 金　額
　経常収益への振替額
減価償却費計上による振替額 2,142,571

合　　　　　　　　計 2,142,571

１０．関連当事者との取引の内容
当該事項はありません。

１１．重要な後発事象
当該事項はありません。

１２．その他
(1) リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引

① リース物件の取得価格相当額、減価償却累計相当額及び期末残高相当額
取得価額
相当額

減価償却累計
相当額

期末残高
相当額

　　医　療　機　器 78,370,000 50,476,321 27,893,679
　　工　具　器　具 9,800,000 6,751,628 3,048,372
　　ソ フ ト ウ ェ ア 5,600,000 5,506,647 93,353

合　　　計 93,770,000 62,734,596 31,035,404

② 未経過リース料期末残高相当額

１　　年　　内 11,157,670
１　　年　　超 21,698,977
　　合　計 32,856,647

③ 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支 払 リ ー ス 料 17,626,000

減 価 償 却 費 相 当 額 15,883,900
支 払 利 息 相 当 額 1,459,707

④ 減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。

⑤ 利息相当額の算定方法
リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、
各期への配分方法については利息法によっております。

(2) 退職給付関係
① 採用している退職給付制度
確定給付型の制度として退職給付一時金制度を設けております。
なお、特定退職金共済へ加入しております。

② 退職給付債務及びその内訳
退職給付債務 △ 34,491,464
年金資産 21,008,009
退職給付引当金 △ 13,483,455

③ 退職給付費用に関する事項
勤務費用 3,578,386
退職給付費用 3,578,386

④ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
退職給付債務の計算に当たっては、期末自己都合退職者の要支給額の100％を計上しております。
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 　　　　　 （単位：円）
金　　額

Ⅰ．資  産  の  部 　
　１．流  動  資  産
　　　　現金及び預金
　　　　　 現        金 手元有り高 　 　 966,130
　　　　　 預        金 　
　　　　     当  座  預  金 みずほ銀行・池袋支店 411,749

りそな銀行・新都心営業部 5,571
東京都民銀行・春日町支店 96,419
三井住友銀行・小石川支店 10,587,139

　         当座預金計 ( 11,100,878 )
　　　　     普  通  預  金 三菱東京ＵＦＪ銀行・春日町支店 2,970,719

りそな銀行・新都心営業部 33,798,341
朝日信用金庫・小石川支店 74,889
        普通預金計 ( 36,843,949 )

　　　　     定　期  預  金 りそな銀行・新都心営業部 168,000,000
       定期預金計 ( 168,000,000 )
        預金合計 215,944,827

　　　　医業未収金
　　　　    外来診療未収金 　 5,733,435
　　　　    保健予防活動未収金 　 52,372,830
　　　　    生体情報未収金 　 9,364,635
　　　　    その他の医業未収金 　 11,534,331
　　　　    カード売上未収金 　 　 507,702

　　　医業未収金計 79,512,933
　　　　未 収 入 金 1,426,560
　　　　棚卸資産 期末棚卸高 看護材料 1,013,914
　 放射線材料 445,100
　 検査材料 347,195
　 健診材料 862,388
　 帳票類 3,389,800

その他棚卸 522,747
        棚卸資産　計 6,581,144

　　　　立   替   金 職員社会保険料ほか 　 179,848
　　　　前　払　費　用 職員通勤手当ほか 　 7,988,791
　　　　貸 倒 引 当 金 税法上の引当金 △ 475,000

　　　流動資産合計 　 312,125,233

　２．固　定　資　産
　　（１）基本財産
  　　　　　定期預金 　　りそな銀行・新都心営業部 165,880,262

　　　基本財産　計 165,880,262
　　（2）特定資産 　（取得価格） （減価償却累計額）

  　　　　　医療機器（Ｃ Ｔ） 36,000,000 - 32,981,974 3,018,026
  　　　　　車輌運搬具（胸部ﾚﾝﾄｹﾞﾝ車） 37,000,000 - 28,561,678 8,438,322
　　　　    管球修繕積立資産 　　りそな銀行・新都心営業部 5,161,000
　　　　    システム購入特定資産 　　りそな銀行・新都心営業部 32,000,000

　　　特定資産　計 48,617,348
　　（3）その他固定資産 　（取得価格） （減価償却累計額）

　　　　    建物付属設備 143,838,160 － 107,450,289 36,387,871
　　　　    医 療 機 器 117,103,989 － 17,084,298 100,019,691
　　　　    器 具 備 品 11,692,233 － 9,182,769 2,509,464
　　　　　　建設仮勘定 　新健診システム着手金 5,655,629
　　　　　  電話加入権 769,017
　　　　　　ソフトウエア 1,507,913
　　　　    差入敷金・保証金 差入敷金 17,909,360
　　　　    出   資   金 朝日信用金庫出資金 150,000
　　　　    長期前払費用 借家権利金・医師会入会金 1,425,838
　　　　　　リサイクル預託金 ﾚﾝﾄｹﾞﾝ車リサイクル預託金 8,860

       その他の資産　計 166,343,643
　　　固定資産合計 　 380,841,253
　　　資  産  合  計  　 692,966,486

Ⅱ．負  債  の  部
　１．流  動  負  債
　　　　　買   掛   金 外注費仕入ほか 　 22,902,215
　　　　　1年以内返済長期借入金 りそな銀行・新都心営業部 5,604,000
　　　　　未   払   金 レントゲン装置購入未払金ほか 　 123,121,099
　　　　　未  払  費  用 職員社会保険料 　 2,242,856
　　　　　前   受   金 68,250
　　　　　預   り   金 職員源泉所得税ほか 　 2,676,649
　　　　　仮   受   金 146,725
　　　　　未払法人税等 336,700
　　　　　未払消費税等 5,909,400
　　　　　賞 与 引 当 金 15,297,879

　　　流動負債合計 178,305,773
　２．固  定  負  債 　
　　　　 長期借入金 りそな銀行・新都心営業部 3,716,000
　　　　 管球修繕引当金 りそな銀行・新都心営業部 5,161,000
　　　　 退職給付引当金 13,483,455

　　　固定負債合計 　 22,360,455
　　　負  債  合  計  　 200,666,228

　　　正味財産合計   492,300,258

財　産　目　録
平成２０年３月３１日現在　

科　　目
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（単位：円）
科　　　目 一般会計 特別会計 内部取引消去 合　　計

I 資 産 の 部

1. 流動資産
　　現金及び預金 6,117,068 210,793,889 216,910,957
　　医業未収金 －　 79,512,933 79,512,933
　　未収入金 －　 1,426,560 1,426,560
　　棚卸資産 －　 6,581,144 6,581,144
　　立替金 －　 179,848 179,848
　　前払費用 －　 7,988,791 7,988,791
　　貸倒引当金 －　 △ 475,000 △ 475,000

　流動資産合計 6,117,068 306,008,165 －　 312,125,233

2. 固定資産

(1) 基本財産 165,880,262 －　 165,880,262
　　定期預金 165,880,262 －　 165,880,262

(2) 特定資産 －　 48,617,348 48,617,348
　　医療機器（Ｃ Ｔ） －　 3,018,026 3,018,026
　　車輌運搬具（胸部ﾚﾝﾄｹﾞﾝ車） －　 8,438,322 8,438,322
　　管球修繕積立資産 －　 5,161,000 5,161,000
　　システム購入特定資産 －　 32,000,000 32,000,000

(3) その他固定資産 －　 166,343,643 166,343,643
　　建物付属設備 －　 36,387,871 36,387,871
　　医療機器 －　 100,019,691 100,019,691
　　器具備品 －　 2,509,464 2,509,464
建設仮勘定 －　 5,655,629 5,655,629

　　電話加入権 －　 769,017 769,017
　　ソフトウエア －　 1,507,913 1,507,913
　　長期前払費用 －　 1,425,838 1,425,838
　　差入敷金保証金 －　 17,909,360 17,909,360
　　出資金 －　 150,000 150,000
　　リサイクル預託金 －　 8,860 8,860

　固定資産合計 165,880,262 214,960,991 －　 380,841,253

　資　産　合　計 171,997,330 520,969,156 －　 692,966,486

貸借対照表総括表
平成２０年３月３１日現在
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（単位：円）
科　　　目 一般会計 特別会計 内部取引消去 合　　計

Ⅱ 負 債 の 部

1. 流動負債

　 買掛金 －　 22,902,215 22,902,215

　 １年以内返済長期借入金 －　 5,604,000 5,604,000

　 未払金 －　 123,121,099 123,121,099

　 未払費用 －　 2,242,856 2,242,856

　 前受金 －　 68,250 68,250

　 預り金 －　 2,676,649 2,676,649

　 仮受金 －　 146,725 146,725

　 未払法人税等 －　 336,700 336,700

　 未払消費税等 －　 5,909,400 5,909,400

　 賞与引当金 －　 15,297,879 15,297,879

　　流動負債合計 －　 178,305,773 －　 178,305,773

2. 固定負債

　 長期借入金 －　 3,716,000 3,716,000

　 退職給付引当金 －　 13,483,455 13,483,455

　 管球修繕引当金 －　 5,161,000 5,161,000

　　固定負債合計 －　 22,360,455 －　 22,360,455

 　　負　債　合　計 －　 200,666,228 －　 200,666,228

III 正味財産の部

1. 指定正味財産

　民間補助金 －　 3,979,123 3,979,123

　寄付金 150,880,262 －　 150,880,262

指定正味財産合計 150,880,262 3,979,123 154,859,385

（うち基本財産への充当額） (150,880,262) －　 (150,880,262)

（うち特定資産への充当額） －　 (3,979,123) (3,979,123)

2. 一般正味財産 21,117,068 316,323,805 337,440,873

（うち基本財産への充当額） (15,000,000) －　 ( 15,000,000)

（うち特定資産への充当額） －　 (39,477,225) (39,477,225)

　 　 正味財産合計 171,997,330 320,302,928 －　 492,300,258

　 　 負債・正味財産合計   171,997,330 520,969,156 －　 692,966,486

貸借対照表総括表
平成２０年３月３１日現在
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（単位：円）
科          目 一般会計 特別会計 内部取引消去 合　　　計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
   １．経常増減の部
    (1)経常収益
　　　①基本財産運用益 〔 1,167,524 〕 〔 －　 〕 〔 〕 〔 1,167,524 〕
　　　　　　基本財産受取利息 1,167,524 －　 1,167,524
　　　②事業収益 〔 －　 〕 〔 872,616,012 〕 〔 〕 〔 872,616,012 〕
　　　　　　医業保健業収益 －　 872,616,012 872,616,012
　　　③受取補助金等 〔 －　 〕 〔 2,142,571 〕 〔 〕 〔 2,142,571 〕
　　　　　　受取民間補助金 －　 2,142,571 2,142,571
　　　④受取寄付金 〔 200,000,000 〕 〔 －　 〕 〔 〕 〔 200,000,000 〕
　　　　　　受取寄付金 200,000,000 －　 200,000,000
    　⑤雑収益 〔 21,681 〕 〔 5,978,674 〕 〔 〕 〔 6,000,355 〕
　　　　　　受取利息 21,681 801,735 823,416
　　　　　　受取配当金 －　 6,000 6,000
　　　　　　雑収益 －　 5,170,939 5,170,939
　　　⑥他会計からの繰入額 〔 6,834,840 〕 〔 200,000,000 〕 〔 206,834,840 〕 〔 －　 〕
　　　　　　一般会計からの繰入額 －　 200,000,000 200,000,000 －　
　　　　　　特別会計からの繰入額 6,834,840 －　 6,834,840 －　

               経常収益計 208,024,045 1,080,737,257 206,834,840 1,081,926,462

    (2)経常費用
　　　①事業費 〔 3,664,723 〕 〔 629,972,952 〕 〔 〕 〔 633,637,675 〕
　　　　無料生活習慣病事業費 1,120,000 －　 1,120,000
　　　　胃部疾患研究会事業費 338,624 －　 338,624
　　  　ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨｰ読影事業費 2,146,099 －　 2,146,099

　　　　　 医療保健事業費 －　 629,972,952 629,972,952
　　　　その他の事業費 60,000 －　 60,000

　　　②管理費 〔 3,291,466 〕 〔 210,815,450 〕 〔 〕 〔 214,106,916 〕
　　　　一般管理費 3,291,466 210,301,228 213,592,694

　　　　 　支払利息 －　 514,222 514,222
　　　③他会計への繰出額 〔 200,000,000 〕 〔 6,834,840 〕 〔 206,834,840 〕 〔 －　 〕
　　　　  　一般会計への繰出額 －　 6,834,840 6,834,840 －　
　　　　  　特別会計への繰出額 200,000,000 －　 200,000,000 －　
               経常費用計 206,956,189 847,623,242 206,834,840 847,744,591

               当期経常増減額 1,067,856 233,114,015 －　 234,181,871

  ２．経常外増減の部
    (1)経常外収益
               経常外収益計 －　 －　 －　 －　
    (２)経常外費用
　　　①固定資産除却損 －　 1,025,896 1,025,896
              経常外費用計 －　 1,025,896 －　 1,025,896

               当期経常外増減額 －　 △ 1,025,896 －　 △ 1,025,896
               当期一般正味財産増減額 1,067,856 232,088,119 －　 233,155,975

　　　　　     一般正味財産期首残高 20,049,212 84,235,686 －　 104,284,898
　　　　　     一般正味財産期末残高 21,117,068 316,323,805 －　 337,440,873

Ⅱ 指定正味財産増減の部
　　　①一般正味財産への振替額 －　 △ 2,142,571 △ 2,142,571
             当期指定正味財産増減額 －　 △ 2,142,571 －　 △ 2,142,571
　　　　　   指定正味財産期首残高 150,880,262 6,121,694 －　 157,001,956
　　　　　   指定正味財産期末残高 150,880,262 3,979,123 －　 154,859,385

III 正味財産期末残高 171,997,330 320,302,928 －　 492,300,258

正味財産増減計算書総括表
平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで
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<一般会計>

（単位：円）

科　　　　　　目 予 算 額 決 算 額 差　　異 備　考

I 事業活動収支の部
1 . 事業活動収入

①  基本財産運用収入 〔 1,100,000 〕 〔 1,167,524 〕 〔 △ 67,524 〕
基本財産受取利息収入 1,100,000 1,167,524 △ 67,524

② 寄付金収入 〔 200,000,000 〕 〔 200,000,000 〕 〔 －　 〕
寄付金収入 200,000,000 200,000,000 －　

③  雑収入 〔 －　 〕 〔 21,681 〕 〔 △ 21,681 〕
受取利息収入 －　 21,681 △ 21,681

④  他会計からの繰入金収入 〔 5,680,000 〕 〔 6,834,840 〕 〔 △ 1,154,840 〕
特別会計からの繰入金収入 5,680,000 6,834,840 △ 1,154,840

 事業活動収入計 206,780,000 208,024,045 △ 1,244,045
2 . 事業活動支出

①  事業費支出 〔 3,380,000 〕 〔 3,664,723 〕 〔 △ 284,723 〕
医学研究助成事業費支出 －　 －　 －　
医学講演会事業費支出 －　 －　 －　
胸部疾患研究会事業費支出 100,000 －　 100,000
無料生活習慣病健診事業費支出 1,000,000 1,120,000 △ 120,000
胃部疾患研究会事業費支出 260,000 338,624 △ 78,624
ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨｰ読影事業費支出 1,850,000 2,146,099 △ 296,099
循環器疾患助成事業費支出 100,000 －　 100,000
その他の事業費支出 70,000 60,000 10,000

②  管理費支出 〔 3,391,000 〕 〔 3,291,466 〕 〔 99,534 〕
給与手当支出 600,000 600,000 －　
賃借料支出 281,000 280,800 200
支払手数料支出 1,500,000 1,500,000 －　
会議費支出 350,000 284,197 65,803
旅費交通費支出 650,000 609,524 40,476
通信費支出 5,000 1,191 3,809
消耗品費支出 5,000 －　 5,000
交際接待費支出 －　 2,500 △ 2,500
雑支出 －　 13,254 △ 13,254

③  他会計への繰入金支出 〔 200,000,000 〕 〔 200,000,000 〕 〔 －　 〕
特別会計への繰入金支出 200,000,000 200,000,000 －　

 事業活動支出計 206,771,000 206,956,189 △ 185,189
事業活動収支差額 9,000 1,067,856 △ 1,058,856

Ⅱ 投資活動収支の部
1 . 投資活動収入 〔 －　 〕 〔 －　 〕 〔 －　 〕
2 . 投資活動支出 〔 －　 〕 〔 －　 〕 〔 －　 〕

投資活動収支差額 －　 －　 －　
Ⅲ 財務活動収支の部
1 . 財務活動収入 〔 －　 〕 〔 －　 〕 〔 －　 〕
2 . 財務活動支出 〔 －　 〕 〔 －　 〕 〔 －　 〕

財務活動収支差額 －　 －　 －　
Ⅳ 予備費支出 －　 －　 －　

当期収支差額 9,000 1,067,856 △ 1,058,856
前期繰越収支差額 5,049,212 5,049,212 －　
次期繰越収支差額 5,058,212 6,117,068 △ 1,058,856

収支計算書に対する注記
　　資金の範囲は、現金及び預金のみとなります。

収　　支　　計　　算　　書
平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで
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<特別会計>

（単位：円）

科　　　　　　目 予算額 決算額 差　　異 備　考

I 事業活動収支の部
1.事業活動収入
① 医業保健業収入 〔 858,000,000 〕 〔 872,613,012 〕 〔 △ 14,613,012 〕

外来診療収入 54,000,000 52,794,236 1,205,764
保健予防診療収入/来所 350,000,000 364,905,092 △ 14,905,092
保健予防診療収入/巡回 263,000,000 260,641,804 2,358,196
ﾈｯﾄﾜｰｸ健診受託収入 13,000,000 15,816,710 △ 2,816,710
生体情報解析収入 90,000,000 91,503,300 △ 1,503,300
治験審査委員会収入 50,000,000 48,675,000 1,325,000
その他の医業収入 38,000,000 38,276,870 △ 276,870

② 雑収入 〔 5,806,000 〕 〔 5,978,674 〕 〔 △ 172,674 〕
受取利息収入 700,000 801,735 △ 101,735
受取配当金収入 6,000 6,000 －　
雑収入 5,100,000 5,170,939 △ 70,939

③他会計からの繰入金収入 〔 200,000,000 〕 〔 200,000,000 〕 〔 －　 〕
一般会計からの繰入金収入 200,000,000 200,000,000 －　

 事業活動収入計 1,063,806,000 1,078,591,686 △ 14,785,686

2.事業活動支出

① 医業保健事業費支出 〔 629,410,000 〕 〔 629,610,199 〕 〔 △ 200,199 〕
人件費支出 446,210,000 442,875,620 3,334,380
材料費支出 36,700,000 41,499,657 △ 4,799,657
外注費支出 146,500,000 145,234,922 1,265,078

② 管理費支出 〔 178,370,000 〕 〔 186,909,762 〕 〔 △ 8,539,762 〕
一般管理費支出 177,850,000 186,395,540 △ 8,545,540
支払利息支出 520,000 514,222 5,778

③ 他会計への繰入金支出 〔 5,680,000 〕 〔 6,834,840 〕 〔 △ 1,154,840 〕
一般会計への繰入金支出 5,680,000 6,834,840 △ 1,154,840

 事業活動支出計 813,460,000 823,354,801 △ 9,894,801
事業活動収支差額 250,346,000 255,236,885 △ 4,890,885

Ⅱ 投資活動収支の部
1.投資活動収入 〔 －　 〕 〔 1,500,000 〕 〔 △ 1,500,000 〕

管球修繕積立金取崩収入 －　 1,500,000 △ 1,500,000
2.投資活動支出 〔 144,500,000 〕 〔 145,524,541 〕 〔 △ 1,024,541 〕

特定資産取得支出 32,000,000 32,000,000 －　
固定資産取得支出 110,300,000 110,135,821 164,179
管球修繕積立金支出 2,200,000 2,172,000 28,000
長期前払費用支出 －　 1,216,720 △ 1,216,720
投資活動収支差額 △ 144,500,000 △ 144,024,541 △ 475,459

Ⅲ 財務活動収支の部
1.財務活動収入 〔 －　 〕 〔 －　 〕 〔 －　 〕
2.財務活動支出 〔 27,224,000 〕 〔 26,071,000 〕 〔 1,153,000 〕

短期借入金返済支出 20,000,000 20,000,000 －　
長期借入金返済支出 7,224,000 6,071,000 1,153,000
財務活動収支差額 △ 27,224,000 △ 26,071,000 △ 1,153,000

IV 予備費支出 －　 －　 －　
当期収支差額 78,622,000 85,141,344 △ 6,519,344
前期繰越収支差額 56,881,783 56,881,783 －　
次期繰越収支差額 135,503,783 142,023,127 △ 6,519,344

収　　支　　計　　算　　書
平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで
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<特別会計>

　　　　　　　　　　　平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで

（単位：円）

科　　　　　　目 予算額 決算額 差　　異 備　考

人件費支出 〔 446,210,000 〕 〔 442,875,620 〕 〔 3,334,380 〕
給与手当支出 173,500,000 172,771,324 728,676
臨時雇賃金支出 202,300,000 201,252,897 1,047,103
賞与支出 29,700,000 29,643,298 56,702
退職金支出 2,460,000 2,460,260 △ 260
退職金共済掛金支出 2,100,000 2,067,000 33,000
法定福利費支出 36,000,000 34,570,412 1,429,588
福利厚生費支出 150,000 110,429 39,571

材料費支出 〔 36,700,000 〕 〔 41,499,657 〕 〔 △ 4,799,657 〕

看護材料費支出 4,050,000 3,616,681 433,319
放射線材料費支出 14,500,000 15,501,012 △ 1,001,012
検査材料費支出 3,800,000 3,422,730 377,270
健診材料費支出 7,350,000 9,996,904 △ 2,646,904
帳票類支出 5,500,000 6,582,330 △ 1,082,330
ドック昼食代支出 1,500,000 2,380,000 △ 880,000

外注費支出 〔 146,500,000 〕 〔 145,234,922 〕 〔 1,265,078 〕

事務委託費支出 7,500,000 7,770,190 △ 270,190
健診委託費支出 45,000,000 44,462,505 537,495
検査委託費支出 35,000,000 35,018,916 △ 18,916
判定委託費支出 2,000,000 1,933,014 66,986
生体情報解析委託費支出 37,000,000 36,854,708 145,292
治験業務委託費支出 20,000,000 19,195,589 804,411

一般管理支出 〔 177,850,000 〕 〔 186,395,540 〕 〔 △ 8,545,540 〕

消耗品費支出 11,000,000 11,974,499 △ 974,499
地代家賃支出 51,400,000 50,399,112 1,000,888
賃借料支出 9,800,000 10,104,264 △ 304,264
保険料支出 500,000 679,502 △ 179,502
修繕費支出 1,500,000 613,240 886,760
機器修繕費支出 10,000,000 12,083,203 △ 2,083,203
租税公課支出 150,000 5,892,977 △ 5,742,977
旅費交通費支出 20,000,000 22,977,547 △ 2,977,547
通信費支出 10,500,000 10,899,078 △ 399,078
水道光熱費支出 9,500,000 8,972,022 527,978
支払手数料支出 9,000,000 10,300,820 △ 1,300,820
広告宣伝費支出 800,000 421,902 378,098
交際接待費支出 1,500,000 524,097 975,903
車両費支出 100,000 138,051 △ 38,051
燃料費支出 700,000 515,578 184,422
ソフトウエア管理費支出 1,500,000 1,617,400 △ 117,400
リース料支出 25,000,000 24,255,780 744,220
会議費支出 1,500,000 1,398,421 101,579
教育研修費支出 500,000 218,100 281,900
諸会費支出 1,400,000 1,058,600 341,400
固定資産税支出 800,000 833,000 △ 33,000
委託サービス代行料支出 8,700,000 8,995,891 △ 295,891
雑支出 2,000,000 1,522,456 477,544

収　　支　　計　　算　　書
（医業保健事業費及び一般管理費内訳）
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<特別会計>

１． 資金の範囲

資金の範囲には、現金及び預金、医業未収金、未収入金、前払費用、
立替金、仮払金、貸倒引当金、買掛金、未払金、未払費用、前受金、
預り金、仮受金、および未払消費税等を含めております。
なお、前期末及び当期末残高は下記２．に記載するとおりであります。

２． 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
（単位：円）

科 目 前 期 末 残 高当 期 末 残 高
現金及び預金 36,789,197 210,793,889
医業未収金 80,462,745 79,512,933
未収入金 147,832 1,426,560
前払費用 7,630,101 7,988,791
立替金 964,936 179,848
仮払金 1,110 －　
貸倒引当金 △ 472,000 △ 475,000

合　　　　　計 125,523,921 299,427,021

買掛金 23,746,637 22,902,215
未払金 28,749,767 123,121,099
未払費用 2,217,636 2,242,856
前受金 68,250 68,250
預り金 1,954,590 2,676,649
仮受金 1,057,658 146,725
未払消費税等 10,847,600 6,246,100

合　　　　　計 68,642,138 157,403,894

次 期 繰 越 収 支 差 額 56,881,783 142,023,127

収支計算書に対する注記

- 18 -



（単位：円）
科　　　　　　目 一般会計 特別会計 合　　計

I 事業活動収支の部

1 . 事業活動収入

① 基本財産運用収入 〔 1,167,524〕 〔 －　〕 〔 〕 〔 1,167,524〕
基本財産利息収入 1,167,524 －　 1,167,524

② 事業収入 〔 －　〕 〔 872,613,012〕 〔 〕 〔 872,613,012〕
医業保健事業費収入 －　 872,613,012 872,613,012

③寄付金収入 〔 200,000,000〕 〔 －　〕 〔 〕 〔 200,000,000〕
寄付金収入 200,000,000 －　 200,000,000

④  雑収入 〔 21,681〕 〔 5,978,674〕 〔 〕 〔 6,000,355〕
受取利息収入 21,681 801,735 823,416
受取配当金収入 －　 6,000 6,000
雑収入 －　 5,170,939 5,170,939

⑤  他会計からの繰入金収入 〔 6,834,840〕 〔 200,000,000〕 〔 206,834,840〕 〔 －　〕
一般会計からの繰入金収入 －　 200,000,000 200,000,000 －　
特別会計からの繰入金収入 6,834,840 －　 6,834,840 －　

 事業活動収入計 208,024,045 1,078,591,686 206,834,840 1,079,780,891

2 . 事業活動支出

① 事業費支出 〔 3,664,723〕 〔 629,610,199〕 〔 〕 〔 633,274,922〕
無料生活習慣病健診事業費支出 1,120,000 －　 1,120,000
胃部疾患研究会事業費支出 338,624 －　 338,624
マンモグラフィー読影事業費支出 2,146,099 －　 2,146,099
医業保健事業費支出 －　 629,610,199 629,610,199
その他の事業費支出 60,000 －　 60,000

②  管理費支出 〔 3,291,466〕 〔 186,909,762〕 〔 〕 〔 190,201,228〕
一般管理費支出 3,291,466 186,395,540 189,687,006
支払利息支出 －　 514,222 514,222

③  他会計への繰入金支出 〔 200,000,000〕 〔 6,834,840〕 〔 206,834,840〕 〔 －　〕
一般会計への繰入金支出 －　 6,834,840 6,834,840 －　
特別会計への繰入金支出 200,000,000 －　 200,000,000 －　

 事業活動支出計 206,956,189 823,354,801 206,834,840 823,476,150

事業活動収支差額 1,067,856 255,236,885 －　 256,304,741

Ⅱ 投資活動収支の部

1 . 投資活動収入 〔 －　〕 〔 1,500,000〕 〔 〕 〔 1,500,000〕
管球修繕積立金取崩収入 －　 1,500,000 1,500,000

2 . 投資活動支出 〔 －　〕 〔 145,524,541〕 〔 〕 〔 145,524,541〕
特定資産取得支出 －　 32,000,000 32,000,000
固定資産取得支出 －　 110,135,821 110,135,821
管球修繕積立金支出 －　 2,172,000 2,172,000
長期前払費用支出 －　 1,216,720 1,216,720

投資活動収支差額 －　 △ 144,024,541 －　 △ 144,024,541

Ⅲ 財務活動収支の部
1 . 財務活動収入 〔 －　〕 〔 －　〕 〔 〕 〔 －　〕
2 . 財務活動支出 〔 －　〕 〔 26,071,000〕 〔 〕 〔 26,071,000〕

短期借入金返済支出 －　 20,000,000 20,000,000
長期借入金返済支出 －　 6,071,000 6,071,000
財務活動収支差額 －　 △ 26,071,000 －　 △ 26,071,000

IV 予備費支出 －　 －　 －　
当期収支差額 1,067,856 85,141,344 －　 86,209,200
前期繰越収支差額 5,049,212 56,881,783 －　 61,930,995
次期繰越収支差額 6,117,068 142,023,127 －　 148,140,195

収　支　計　算　書　総　括　表
平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで

内部取引消去
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平成２０年度（第６８期） 
事業計画及び収支予算 

 
Ⅰ 事業計画の概要 
 
＜公益事業＞ 
 
（１）医学研究助成事業 
          結核及び生活習慣病に関する優れた研究を助成することにより、わが国の医療及び公衆 

衛生の向上に寄与する目的をもって、公募により実施する計画。 
 
（２）医学講演会（シンポジューム）事業 
     本財団が自主企画または他機関と共催により、１～２回実施予定。 
     開催日時、演題等は未定。 
 
（３）胃部疾患 X線撮影及び腹部超音波検査技術研究事業 
     国立がんセンター放射線科より講師を招聘して毎月１回、診療所医師・放射線科技師 

他医療機関のスタッフ等が参加し、胃部疾患の X線撮影及び腹部超音波検査技術につ 
いての研究会を開催して研鑽する予定。 

 
（４）マンモグラフィー画像読影撮影技術研究及び乳腺超音波画像読影技術研究事業 
     マンモグラフィー画像読影及び撮影技術を研究及び乳腺超音波画像の読影研究会を毎 

月３回講師を招聘して開催の予定。 
 
（５）胸部疾患研究事業 
     財団法人 結核予防会へ寄附。 
 
（６）循環器疾患助成事業 
     財団法人 日本心臓財団へ寄附。 
 
（７）無料生活習慣病健康診断事業 
     「健康な町づくり」運動を提唱して、当地文京区小石川２丁目所在の表町・小石川表 

町・富坂１丁目・富坂２丁目の４町会が共催する地域住民の健康診断事業に協賛し、 
第３６回の無料生活習慣病健診を下記のとおり実施する予定。 

     ①健診対象者   上記４町会内の住民 
     ②実施期間    平成２０年１２月～平成２１年２月中の２．５カ月間位 
     ③診査項目    血圧測定、尿検査（糖・蛋白）、心電図検査 
              肝機能検査（総コレステロール・ＧＯＴ・ＧＰＴ・クンケル 
              γ－ＧＴＰ）、胸部Ｘ線間接撮影、健康相談等 
     ④実施予定人数  約１００名    
 
（８）その他の事業 
    ①性の医学財団 性感染症撲滅運動に参加予定。 

②社団法人 日本肢体不自由児協会へ寄附。 
 
（９）公益法人制度改革に伴う公益財団への申請検討。 
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＜医療保健事業＞ 

富坂診療所の運営 

 

（１）特定健診・特定保健指導への対応 

   医療制度改革を受けて、特定健診・保健指導のプログラム・システム等体制の充実。 
 
① ドック・健診後のフォロー強化 
保健師による人間ドック・生活習慣病等の受診者に対して、健診結果に対する生活指導を 
実施します。 
また、多様化する健診ニーズに対応すべく、オプション項目の追加、拡充を推進します。 

② 家族健診の推進 

  被保険者の扶養家族の健康診断を推奨し、合わせて婦人科健診、インフルエンザワクチン 

接種等の推進に取組みます。 

 
（２）ネットワーク健診の再構築 
   企業健診ニーズの変化に伴い、全国に支店営業所のある企業に対し以下のサービスを提供 
   いたします。            

① 地元健診医療機関の紹介 
② 健診結果の統一と一元管理及び健診結果の集計・統計管理 

   合わせて健診後フォロー、医務室業務の受託までの総合的なサービスの提供を図ります。 

 
（３）医療機関・健診機関との業務依受託推進 
   健診機関との連携、医療機関とのフォロー依受託を推進します。 
 
（４）設備投資 

受診者サービスの向上と効率化推進のために以下の設備投資を行います。 
 
① 健診結果の早期報告等受診者サービスの向上と効率化のために新健診システム導入を準 
   備します。（平成 21年度から本格稼動） 

  ② 自動封入機を導入し効率化を図ります。 

 
（５）コンプライアンスの遵守 
① 個人情報セキュリティの強化 
プライバシーマークに基づき関係法規の遵守強化を図ります。 
（平成２０年１月プライバシーマーク更新申請中） 
② リスクマネージメントの強化 
リスクマネージメント委員会の機能強化を図り、ヒヤリハットの共有化、事故・苦情対 
策の共有化を進めリスク管理体制の一層の向上を目指します。 

  ③ 関係法規の遵守徹底を図ります。 
 

（６）職員教育の充実 

   ① 職員のモチベーション向上を図るために、研修会の実施及び外部研修会への参加。 

② 所内外健診業務の標準化のための相互研修の実施。 
 
Ⅱ収支（損益）予算書 
「一般会計」の収支予算書及び「特別会計」（医療保健業）の収支予算書・医業費用予算内訳表 
は別紙の通り。 

 



<一般会計>

　　　　　　　　　　収　　支　　予　　算　　書
　　　　　　　　　　　平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで

（単位：円）

科　　　　　　目
当 年 度
予算額

前 年 度
予算額

増　減 備　考

I 事業活動収支の部
1 . 事業活動収入
①  基本財産運用収入 【 1,000,000 】【 1,100,000 】 【 △ 100,000 】

基本財産利息収入 1,000,000 1,100,000 △ 100,000
②  寄付金収入 【 0 】【 200,000,000 】 【 △ 200,000,000 】

寄付金収入 0 200,000,000 △ 200,000,000
③  雑収入 【 0 】【 0 】 【 0 】

受取利息収入 0 0 0
④  他会計からの繰入金収入 【 5,930,000 】【 5,680,000 】 【 250,000 】

特別会計からの繰入金収入 5,930,000 5,680,000 250,000

 事業活動収入計 6,930,000 206,780,000 △ 199,850,000

2 . 事業活動支出
①  事業費支出 【 3,510,000 】【 3,380,000 】 【 130,000 】

医学研究助成事業費支出 100,000 0 100,000
医学講演会事業費支出 50,000 0 50,000
胸部疾患研究会事業費支出 100,000 100,000 0
無料生活習慣病健診事業費支出 1,000,000 1,000,000 0
胃部疾患研究会事業費支出 250,000 260,000 △ 10,000
ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨｰ読影事業費支出 1,900,000 1,850,000 50,000
循環器疾患助成事業費支出 50,000 100,000 △ 50,000
その他の事業費支出 60,000 70,000 △ 10,000

②  管理費支出 【 3,411,000 】【 3,391,000 】 【 20,000 】
給与手当支出 600,000 600,000 0
賃借料支出 281,000 281,000 0
支払手数料支出 1,500,000 1,500,000 0
会議費支出 350,000 350,000 0
旅費交通費支出 650,000 650,000 0
通信費支出 5,000 5,000 0
消耗品費支出 5,000 5,000 0
交際接待費支出 20,000 0 20,000
雑支出 0 0 0

③  他会計への繰入金支出 【 】【 200,000,000 】 【 △ 200,000,000 】
特別会計への繰入金支出 200,000,000 △ 200,000,000

 事業活動支出計 6,921,000 206,771,000 △ 199,850,000

事業活動収支差額 9,000 9,000 0

Ⅱ 投資活動収支の部
1 . 投資活動収入 【 0 】【 0 】 【 0 】

固定資産売却収入 0 0 0
2 . 投資活動支出 【 0 】【 0 】 【 0 】

固定資産購入支出 0 0 0
投資活動収支差額 0 0 0

Ⅲ 財務活動収支の部
1 . 財務活動収入 【 0 】【 0 】 【 0 】

短期借入金収入 0 0 0
長期借入金収入 0 0 0

2 . 財務活動支出 【 0 】【 0 】 【 0 】
短期借入金返済支出 0 0 0
長期借入金返済支出 0 0 0
財務活動収支差額 0 0 0

Ⅳ 予備費支出 0 0 0
当期収支差額 9,000 9,000 0
前期繰越収支差額 5,058,212 5,049,212 9,000
次期繰越収支差額 5,067,212 5,058,212 9,000

1 ． 借入金限度額　借入の予定はありません
2 ． 債務負担額　　債務負担の予定はありません
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<特別会計>

　　　　　　　　　　　収　　支　　予　　算　　書
　　　　　　　　　　　平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで

（単位：円）

科　　　　　　目
当 年 度
予算額

前 年 度
予算額

増　減 備　考

I 事業活動収支の部

1 . 事業活動収入
① 医業保健事業収入 【 800,400,000 】 【 858,000,000 】 【 △ 57,600,000 】

外来診療収入 53,600,000 54,000,000 △ 400,000
保健予防診療収入/来所 326,370,000 350,000,000 △ 23,630,000
保健予防診療収入/巡回 238,530,000 263,000,000 △ 24,470,000
ﾈｯﾄﾜｰｸ健診受託収入 12,150,000 13,000,000 △ 850,000
生体情報解析収入 88,150,000 90,000,000 △ 1,850,000
治験審査委員会収入 54,000,000 50,000,000 4,000,000
その他の医業収入 27,600,000 38,000,000 △ 10,400,000

②  雑収入 【 1,106,000 】 【 5,806,000 】 【 △ 4,700,000 】
受取利息収入 100,000 700,000 △ 600,000
受取配当金収入 6,000 6,000 0
雑収入 1,000,000 5,100,000 △ 4,100,000

③  他会計からの繰入金収入 【 0 】 【 200,000,000 】 【 △ 200,000,000 】
　 一般会計からの繰入金収入 0 200,000,000 △ 200,000,000

 事業活動収入計 801,506,000 1,063,806,000 △ 262,300,000

2 . 事業活動支出
① 医業保健事業費支出 【 591,300,000 】 【 629,410,000 】 【 △ 38,110,000 】

人件費支出 416,700,000 446,210,000 △ 29,510,000
材料費支出 35,100,000 36,700,000 △ 1,600,000
外注費支出 139,500,000 146,500,000 △ 7,000,000

②  管理費支出 【 183,400,000 】 【 178,370,000 】 【 5,030,000 】
一般管理費支出 183,150,000 177,850,000 5,300,000
支払利息支出 250,000 520,000 △ 270,000

③  他会計への繰入金支出 【 5,930,000 】 【 5,680,000 】 【 250,000 】
一般会計への繰入金支出 5,930,000 5,680,000 250,000

 事業活動支出計 780,630,000 813,460,000 △ 32,830,000

事業活動収支差額 20,876,000 250,346,000 △ 229,470,000

Ⅱ 投資活動収支の部
1 . 投資活動収入 【 32,000,000 】 【 0 】 【 32,000,000 】

特定資産取崩収入 32,000,000 0 32,000,000
固定資産売却収入 0 0 0

2 . 投資活動支出 【 39,200,000 】 【 144,500,000 】 【 △ 105,300,000 】
特定資産取得支出 0 32,000,000 △ 32,000,000
固定資産取得支出 37,000,000 110,300,000 △ 73,300,000
管球修繕積立金支出 2,200,000 2,200,000 0

投資活動収支差額 △ 7,200,000 △ 144,500,000 137,300,000

Ⅲ 財務活動収支の部

1 . 財務活動収入 【 20,000,000 】 【 0 】 【 20,000,000 】
短期借入金収入 20,000,000 0 20,000,000
長期借入金収入 0 0 0

2 . 財務活動支出 【 5,604,000 】 【 27,224,000 】 【 △ 21,620,000 】
短期借入金返済支出 0 20,000,000 △ 20,000,000
長期借入金返済支出 5,604,000 7,224,000 △ 1,620,000

財務活動収支差額 14,396,000 △ 27,224,000 41,620,000

 Ⅳ 予備費支出 0 0 0

当期収支差額 28,072,000 78,622,000 △ 50,550,000

前期繰越収支差額 135,503,783 56,881,783 78,622,000

次期繰越収支差額 163,575,783 135,503,783 28,072,000

1 ． 借入金限度額　短期借入金（収支予算書に計上されているものを含む）の最高限度額　１５０百万円

2 ． 債務負担額　　債務負担の予定はありません
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<特別会計>

　　　　　　　　　　医 業 保 健 事 業 費 内 訳 書
　　　　　　　　　　　平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで

（単位：円）

科　　　　　　目
当 年 度
予算額

前 年 度
予算額

増　減 備　考

人件費支出 【 416,700,000 】 【 446,210,000 】 【 △ 29,510,000 】

給与手当支出 175,000,000 173,500,000 1,500,000

臨時雇賃金支出 173,000,000 202,300,000 △ 29,300,000

賞与支出 30,000,000 29,700,000 300,000

退職金支出 1,000,000 2,460,000 △ 1,460,000

退職金共済掛金支出 2,500,000 2,100,000 400,000

法定福利費支出 35,000,000 36,000,000 △ 1,000,000

福利厚生費支出 200,000 150,000 50,000

材料費支出 【 35,100,000 】 【 36,700,000 】 【 △ 1,600,000 】

看護材料費支出 3,850,000 4,050,000 △ 200,000

放射線材料費支出 10,000,000 14,500,000 △ 4,500,000

検査材料費支出 3,800,000 3,800,000 0

健診材料費支出 8,500,000 7,350,000 1,150,000

帳票類支出 6,500,000 5,500,000 1,000,000

ドック昼食代支出 2,450,000 1,500,000 950,000

外注費支出 【 139,500,000 】 【 146,500,000 】 【 △ 7,000,000 】

事務委託費支出 7,500,000 7,500,000 0

健診委託費支出 45,000,000 45,000,000 0

検査委託費支出 35,000,000 35,000,000 0

判定委託費支出 2,000,000 2,000,000 0

生体情報解析委託費支出 30,000,000 37,000,000 △ 7,000,000

治験業務委託費支出 20,000,000 20,000,000 0

一般管理支出 【 183,150,000 】 【 177,850,000 】 【 5,300,000 】

消耗品費支出 11,000,000 11,000,000 0

地代家賃支出 51,000,000 51,400,000 △ 400,000

賃借料支出 9,800,000 9,800,000 0

保険料支出 600,000 500,000 100,000

修繕費支出 1,000,000 1,500,000 △ 500,000

機器修繕費支出 10,000,000 10,000,000 0

租税公課支出 1,500,000 150,000 1,350,000

旅費交通費支出 23,000,000 20,000,000 3,000,000

通信費支出 11,000,000 10,500,000 500,000

水道光熱費支出 9,000,000 9,500,000 △ 500,000

支払手数料支出 10,000,000 9,000,000 1,000,000

広告宣伝費支出 500,000 800,000 △ 300,000

交際接待費支出 1,000,000 1,500,000 △ 500,000

車両費支出 150,000 100,000 50,000

燃料費支出 700,000 700,000 0

ソフトウエア管理費支出 2,000,000 1,500,000 500,000

リース料支出 25,000,000 25,000,000 0

会議費支出 1,500,000 1,500,000 0

教育研修費支出 300,000 500,000 △ 200,000

諸会費支出 1,100,000 1,400,000 △ 300,000

固定資産税支出 1,000,000 800,000 200,000

委託サービス代行料支出 9,000,000 8,700,000 300,000

雑支出 3,000,000 2,000,000 1,000,000
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　　　　　　　　　 収  支  予  算  書  総  括  表
　　　　　　　　　　　 平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで

（単位：円）
科　　　　　　目 一般会計 特別会計 内部取引消去 合　　計

I 事業活動収支の部
1 . 事業活動収入
①  基本財産運用収入 【 1,000,000 】 【 0 】 【 0 】【 1,000,000 】

基本財産利息収入 1,000,000 1,000,000
②  医業保健事業収入 【 0 】 【 800,400,000 】 【 0 】【 800,400,000 】

外来診療収入 53,600,000 53,600,000
保健予防診療収入/来所 326,370,000 326,370,000
保健予防診療収入/巡回 238,530,000 238,530,000
ﾈｯﾄﾜｰｸ健診受託収入 12,150,000 12,150,000
生体情報解析収入 88,150,000 88,150,000
治験審査委員会収入 54,000,000 54,000,000
その他の医業収入 27,600,000 27,600,000

③  雑収入 【 0 】 【 1,106,000 】 【 0 】【 1,106,000 】
受取利息収入 100,000 100,000
受取配当金収入 6,000 6,000
雑収入 1,000,000 1,000,000

④  他会計からの繰入金収入 【 5,930,000 】 【 0 】 【 5,930,000 】【 0 】
特別会計からの繰入金収入 5,930,000 0 5,930,000 0

 事業活動収入計 6,930,000 801,506,000 5,930,000 802,506,000

2 . 事業活動支出

①  事業費支出 【 3,510,000 】 【 591,300,000 】 【 0 】【 594,810,000 】
医学研究助成事業費支出 100,000 0 100,000
医学講演会事業費支出 0 0 0
胸部疾患研究会事業費支出 100,000 0 100,000
無料生活習慣病健診事業費支出 1,000,000 0 1,000,000
胃部疾患研究会事業費支出 250,000 0 250,000
ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨｰ読影事業費支出 1,900,000 0 1,900,000
循環器疾患助成事業費支出 100,000 0 100,000
医業保健事業費支出 0 591,300,000 591,300,000
その他の事業費支出 60,000 0 60,000

②  管理費支出 【 3,411,000 】 【 183,400,000 】 【 0 】【 186,811,000 】
一般管理費支出 3,411,000 183,150,000 186,561,000
支払利息支出 0 250,000 250,000

③  他会計への繰入金支出 【 0 】 【 5,930,000 】 【 5,930,000 】【 0 】
一般会計への繰入金支出 0 5,930,000 5,930,000 0

 事業活動支出計 6,921,000 780,630,000 5,930,000 781,621,000

事業活動収支差額 9,000 20,876,000 0 20,885,000

Ⅱ 投資活動収支の部
1 . 投資活動收入 【 0 】 【 32,000,000 】 【 0 】【 32,000,000 】

特定資産取崩収入 32,000,000 32,000,000
固定資産売却収入 0 0

2 . 投資活動支出 【 0 】 【 39,200,000 】 【 0 】【 39,200,000 】
固定資産取得支出 37,000,000 37,000,000
管球修繕積立金支出 2,200,000 2,200,000
投資活動収支差額 0 △ 7,200,000 0 △ 7,200,000

Ⅲ 財務活動収支の部
1 . 財務活動収入 【 0 】 【 20,000,000 】 【 0 】【 20,000,000 】

短期借入金収入 20,000,000 20,000,000
長期借入金収入 0 0

2 . 財務活動支出 【 0 】 【 5,604,000 】 【 0 】【 5,604,000 】
短期借入金返済支出 0 0
長期借入金返済支出 5,604,000 5,604,000
財務活動収支差額 0 14,396,000 0 14,396,000

Ⅳ 予備費支出 0 0 0
当期収支差額 9,000 28,072,000 28,081,000
前期繰越収支差額 5,058,212 135,503,783 140,561,995
次期繰越収支差額 5,067,212 163,575,783 168,642,995
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